
議案第５６号 

 

工 事 請 負 変 更 契 約 締 結 の 件 

 

令和４年９月市議会定例会において議決された議案第７５号について、下記のと

おり変更契約を締結したいので、宇部市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条の規定により、市議会の

議決を求める。 

  令和５年６月１日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑  圭  二 

 

記  

 変更請負金額  一金 ３５９,９２９,９００円也 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

（当初 一金 ３５５,６３０,０００円也） 

【説明】 

１ 工  事  名  神原小学校屋内運動場改築（建築主体）工事 

２ 工 事 場 所  宇部市神原町一丁目１番１号 

３ 工事の概 要  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建て 

延べ面積 ８９３.９４㎡ 

４ 契約の相手方  島田工務店・髙橋建設共同企業体 

代表者 宇部市小松原町二丁目４番１８号  

株式会社島田工務店 

代表取締役  島  田   政  明  

宇部市松山町一丁目７番２７号 

髙橋建設株式会社 

代表取締役  髙  橋   文  男  

５  変更の理由  資材価格及び賃金の上昇に伴うインフレスライド条項の適用に

より、工事請負金額を増額変更するものである。 
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